
柏 市 行 政 不 服 及 び 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 議 会 条 例 （ 抜 粋 ）  

 

(会 長 及 び 副 会 長 )  

第 5条  審 議 会 に ， 会 長 及 び 副 会 長 を 置 き ， 委 員 の 互 選 に よ り こ れ

を 定 め る 。  

2 会 長 は ， 会 務 を 総 理 し ， 審 議 会 を 代 表 す る 。  

3  副 会 長 は ， 会 長 を 補 佐 し ， 会 長 に 事 故 が あ る と き は ， そ の 職 務

を 代 理 す る 。  

(部 会 )  

第 6条  審 議 会 は ， そ の 所 掌 事 務 （ 第 2条 第 6号 に 掲 げ る 所 掌 事 務 を

除 く 。 ） を 分 掌 さ せ る た め ， そ の 指 名 す る 委 員 5人 以 上 を も っ て

構 成 す る 部 会 を 置 く こ と が で き る 。  

   （ 平 27条 例 41・ 一 部 改 正 ）  

2 部 会 に 部 会 長 を 置 き ， 当 該 部 会 に 属 す る 委 員 の 互 選 に よ り こ れ

を 定 め る 。  

3 部 会 長 は ， 当 該 部 会 の 事 務 を 掌 理 す る 。  

4  部 会 長 に 事 故 が あ る と き は ， 当 該 部 会 に 属 す る 委 員 の う ち か ら

部 会 長 が あ ら か じ め 指 名 す る 者 が ， そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

5  審 議 会 は ， そ の 定 め る と こ ろ に よ り ， 部 会 の 議 決 を も っ て 審 議

会 の 議 決 と す る こ と が で き る 。  

(合 議 体 )  

第 6条 の 2 審 議 会 は ， 第 2条 第 6号 に 掲 げ る 所 掌 事 務 を 分 掌 さ せ る た

め ， そ の 指 名 す る 委 員 3人 を も っ て 構 成 す る 合 議 体 を 置 く こ と が

で き る 。  

2 前 条 第 2項 ， 第 3項 及 び 第 5項 の 規 定 は ， 合 議 体 に つ い て 準 用 す る 。

こ の 場 合 に お い て ， 同 条 第 2項 及 び 第 3項 中 「 部 会 長 」 と あ る の は ，

「 審 査 長 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。   

   （ 平 27条 例 41・ 追 加 ）  

(議 事 )  

第 7条  審 議 会 の 会 議 は ， 会 長 が 招 集 し ， 会 長 が そ の 議 長 と な る 。  

2  審 議 会 の 会 議 は ， 在 任 委 員 の 半 数 以 上 の 出 席 が な け れ ば ， 開 く

こ と が で き な い 。  

3  会 議 の 議 事 は ， 出 席 し た 委 員 の 過 半 数 で 決 し ， 可 否 同 数 の と き



は ， 議 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。  

4 前 3項 の 規 定 は ， 部 会 及 び 合 議 体 の 議 事 に つ い て 準 用 す る 。 こ の

場 合 に お い て ， 合 議 体 の 議 事 に つ い て 準 用 す る と き は ， 第 2項 中

「 の 半 数 以 上 」 と あ る の は ， 「 全 員 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

 

柏 市 行 政 不 服 及 び 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 議 会 運 営 要 領 （ 抜 粋 ）  

 

（ 部 会 ）  

第 ３ 条  条 例 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 部 会 を 置 く こ と が で き る 場

合 は ， 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 で あ っ て ， 審 議 会 が 必

要 と 認 め る と き と す る 。  

 (1) 調 査 審 議 又 は 建 議 に 係 る 事 件 が 相 当 数 あ り ， す べ て の 事 件 の

調 査 審 議 を 終 了 す る ま で に 相 当 の 期 間 を 要 す る と 見 込 ま れ る

場 合  

 (2) 調 査 審 議 又 は 建 議 に 係 る 事 件 に つ き ， 特 定 の 事 項 を 個 別 か つ

具 体 的 に 検 討 す る 必 要 が あ る 場 合  

 (3) そ の 他 部 会 に 調 査 審 議 を さ せ る こ と が 適 当 と 認 め ら れ る 場 合  

２  部 会 長 は ， 部 会 に お け る 調 査 審 議 の 経 過 及 び 結 果 を 会 長 に 報 告

す る も の と す る 。  

 （ 合 議 体 ）  

第 ４ 条  条 例 第 ６ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 合 議 体 を 置 く こ と が で

き る 場 合 は ， 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 で あ っ て ， 審 議

会 が 必 要 と 認 め る と き と す る 。  

 (1) 公 正 か つ 迅 速 に 調 査 審 議 を 行 う た め ， 合 議 体 に 調 査 審 議 を さ

せ る こ と が 適 当 と 認 め ら れ る 場 合  

 (2) そ の 他 合 議 体 に 調 査 審 議 を さ せ る こ と が 適 当 と 認 め ら れ る 場

合  

２  審 査 長 は ， 合 議 体 に お け る 調 査 審 議 の 経 過 及 び 結 果 を 会 長 に 報

告 す る も の と す る 。  

 


